
資料１－１   

令和７年度（２０２５年度）東海市地域防災計画の修正要旨 

 

１ 地域防災計画修正の根拠  

市町村地域防災計画は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等に関する事項別の

計画について定めた総合的な計画であり、毎年検討を加え、必要があると認めるとき

は、修正しなければならないとされている（災害対策基本法第４２条）。 

また、地域防災計画の作成、修正は、市町村防災会議の所掌事務とされている（災

害対策基本法第１６条）。  

２ 修正概要 

  愛知県地域防災計画（令和７年５月修正）に基づく修正 

  市の実情に合わせた修正 

３ 修正要旨（※カッコ内の数字は主な変更ページ箇所です。） 

計画名 
愛知県地域防災計画（令和７年５月修正） 

に基づく修正 
市の実情に合わせた修正 

風水害等 

災害対策

計画 

１ 防災施設・設備、災害用資機材及

び体制の整備（4～6） 

２ 避難所の指定・整備等（7～10） 

３ 応援部隊等に係る広域応援・受援

体制の整備（11～12） 

４ 医療救護（14～17） 

５ 防疫・保健衛生（18） 

６ 避難所の開設・運営（18～20） 

７ 要配慮者支援対策（10～11） 

１ 表記の整理（2、3、4、

13） 

２ ライフライン施設等の応 

急対策に関する記載（下水 

道事業）の追記（21） 

 

地震 

災害対策

計画 

１ 防災施設・設備、災害用資機材及

び体制の整備（5～7） 

２ 避難所の指定・整備等（7～9） 

３ 応援部隊等に係る広域応援・受援

体制の整備（11～12） 

４ 医療救護（14～18） 

５ 防疫・保健衛生（18～19） 

６ 避難所の開設・運営（19～21） 

７ 要配慮者支援対策（10） 

１ 表記の整理（2、5、10、

13、24、25） 

 

原子力 

災害対策

計画 

１ 発電所の稼働状況（2） 

２ 各緊急事態区分を判断するＥＡＬ

の枠組みについて（2） 

 


